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詳しくはこちら▶

◆本人通知制度は安心への第一歩～第三者への交付をお知らせします～　本人通知制度は、事前登録により住民票や戸籍証明書が第三者に取得された際、
本人に速やかに郵送で通知する制度です。簡単・無料で登録ができ、不正取得の早期発見や被害の未然防止に役立ちます。

広報

手続き

確定申告会場での相談をお考えの方へ
　会場での相談は「国税庁LINE公式アカウント」
からオンライン事前予約の手続をお願いします。
　なお、当会場では、マイナンバーカードを利用
したスマホ申告をご案内しています。
 と　き 　2月16日（月）～3月16日（月）�

〔土・日・祝日を除く〕�
相談受付時間　8：30～16：00�
（相談開始9：15～）�
※早めに受付終了する場合あり

 会　場 　TKPガーデンシティPREMIUM�
大阪梅田新道

 ところ 　梅新第一生命ビルディング
11階（北区曾根崎2-3-5）

� 詳しくはこちら▶
 問合せ 　東税務署　☎06-6942-1101（代表）�

南税務署　☎06-6768-4881（代表） 国民健康保険の脱退手続きは 
行政オンラインシステムで簡単！

　会社などの健康保険に加入された場合、パソコ
ンやスマートフォンから24時間いつでも手続き
できます！必要書類を写真やスクリーンショット
で保存しアップロードしてください。

行政オンラインシステムはこちらから▶
 問合せ 　窓口サービス課（保険）1階4番�

☎06-6267-9956�
 FAX  06-6264-8284

まちづくり・にぎわい

子育て・教育

2月22日の日曜開庁時はマイナンバ
ーカード（個人番号カード）に関する
お手続きができません

　2月22日（日）は、マイナンバーカード（個人番
号カード）を管理する全国統一システムがメンテ
ナンスのため停止します。
　つきましては、マイナンバーカードの交付や電
子証明書の更新手続き、暗証番号の初期化（再設
定）、マイナンバーカードを使った特例転入や、
転入・転居等に伴うデータの書き換えなど、マイ
ナンバーカード管理システムを使用する全ての手
続きができません。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろし
くお願いいたします。
 問合せ 　窓口サービス課（住民登録）1階8番�

☎06-6267-9963

「障がい者控除対象者認定書」を 
ご存知ですか

　障がい者手帳の交付を受けていない方でも、
65歳以上でねたきり高齢者または認知症高齢者
の方は、その程度が障がい者手帳の交付基準に
準ずる場合は、申請に基づき交付する「障がい者
控除対象者認定書」により、申告において、「障
がい者控除」または「特別障がい者控除」による所
得税や市府民税の軽減を受けることが
できます。
� 詳しくはこちら▶
※�税の控除の詳細につきましては、市税事務所及
び税務署におたずねください。

 問合せ 　保健福祉課（保健福祉）4階43番�
☎06-6267-9857�
 FAX  06-6264-8285

介護サービス利用にかかる費用の 
医療費控除について

　医療系を中心とした介護保険サービスを利用し
た場合の費用やおむつを購入した費用について
は、医療費控除の対象となる場合があります。
　なお、申告には「領収証」が必要です。
詳しくは市HPをご覧いただくか、お問
合せください。� 詳しくはこちら▶
 問合せ 　保健福祉課（介護保険）4階41番�

☎06-6267-9859�
 FAX  06-6264-8285

市民税・府民税の申告受付が始まります
　市民税・府民税の申告は送付または電子による申告をお願いします。
　また、中央区役所6階会議室でも以下の日時で申告受付ができます。
 と　き 　2月16日（月）～3月16日（月）　9：00～11：30、13：00～16：00（月～金）
 問合せ 　なんば市税事務所市民税等グループ（個人市民税）　☎06-4397-2953

「国民健康保険料のための所得申告
書」のご提出をお願いします

　国民健康保険料の算定および軽減判定には、収
入の有無に関わらず、すべての加入者の所得状況
の把握が必要です。そのため、令和6年中の所得
を所得申告書により申告いただいた方がいる世帯
には、2月中に「国民健康保険料のための所得申
告書」を送付いたします。
　国民健康保険料の軽減（7・5・2割）および減免
措置を受けるには、世帯全員の所得が確認できて
いることが必要です。所得の不明な方がいる場合、
軽減・減免を受けることができません。
　税の申告が不要な場合でも、国民健康保険のた
めの所得申告は必要となりますので、必ずご提出
くださいますようお願いいたします。
 問合せ 　窓口サービス課（保険）1階4番�

☎06-6267-9956�
 FAX  06-6264-8284

老後の備えに国民年金基金のご案内
　国民年金基金は、国民年金法に基づいて運営さ
れ、「国民年金（老齢基礎年金）」に上乗せして“老
後にゆとり”をプラスする公的な個人年金です。
終身年金が基本で税制上の優遇措置もあり、安心
して加入できます。
【加入対象】
20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスな
ど、国民年金の第1号被保険者及び、60歳以上
65歳未満あるいは海外に居住して国民年金に任
意加入し、国民年金保険料を納付している方
※�農業者年金に加入している方は除か
れます。
� 詳しくはこちら▶
　詳しい資料はお送りしますのでお気軽にお問い
合わせください。
 問合せ 　全国国民年金基金　近畿支部�

フリーダイヤル0120-65-4192

「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」
を実施しています 
～中央区では清潔で美しいまちづくりを推進するた
め、近隣の区（西区、港区、大正区、浪速区、西成区）
及び環境局と連携した取り組みを行っています～

　「大阪マラソン2026」が2月22日（日）に開催さ
れることから、1月31日（土）から2月20日（金）ま
での21日間、大阪マラソン“クリーンUP”作戦を
実施しています。団体・グループ・個人など多く
の皆さまにご応募いただき、全市域において、活
動いただいています。

 問合せ 　中部環境事業センター出張所�
（浪速区塩草2-1-1）�
☎06-6567-0750�
（月〜土 8：00〜16：30）

窓口移動のお知らせ
　4階の保健福祉課（子育て支援・保育）は2月16
日（月）より1階保健福祉センターにて業務を開始
します。
 問合せ 　保健福祉課（子育て支援・保育）4階46番�

☎06-6267-9865  FAX  06-6264-8285詳しくはこちら▲


